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■議事録 

○山口委員長 それでは、定時になりましたので、第16期図書館協議会第10回

定例会を始めます。 

 まず、議事録の確認です。お手元に第８回、第９回定例会議事録がございま

す。メールで既に事務局より確認の依頼がありましたけれども、よろしいかと

思いますが、どうでしょうか。 

○事務局 議事録の関係ですけれども、第９回の議事録の９ページの下から11

行目と12行目のところです。今、皆様の手元に行っているものは訂正済みです

が、先日メールで送らせていただいた最終案では、下から12行目「今おっしゃ

ったように、年に２回では行っても余り意味がないのよみたい」というところ

の「余り意味がない」の「余り」が、メールで送ったものは漢字表記になって

しまっていたのですけれども、漢字ではしっくりこないので平仮名表記に変え

てあります。それと下から11行目「みたいな感じでもしかしたら伝わってい

て」なのですが、「もしかしたら」の「し」が抜けていたのですが、それも今

は直してありますので、それだけご了解しておいてください。 

○山口委員長 わかりました。ありがとうございます。 

 これは字句の訂正ですから、問題ないところで、よろしいかと思います。 

 では、第８回、第９回の議事録は、改めましてよろしいでしょうか。 

 では、公開の手続をお願いいたします。 

 それでは、引き続き次第に戻りますが、今日は館長が所用でいらっしゃいま

せんので、館長報告を中嶋副館長からお願いします。では、よろしくお願いい

たします。 

○中嶋副館長 今申し上げたとおり、館長が不在ですので、私の方で代行して

館長報告をさせていただきます。 

 あと、最後にお話しいたします次回の会議、恐らく８月下旬になるかと思う

のですけれども、ちょうど議会の初日あたりと重なる予定になっていますの

で、恐らくこの日も何人か交代して、こちらは全員出席ではない形になると思

いますので、ご了承ください。 

 館長報告が３点ございます。全て７月１日のことなのですけれども、まず１

点目は教育委員会となります。 
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 教育委員会は、７月１日（金）に第４回を行いました。図書館関係としては

報告事項を２件行っております。まず１つは蔵書点検の結果についてというこ

と、もう１つは文学館の春の展覧会の実施報告をさせていただいております。

資料をつけておりますので、ご覧ください。 

 まず(1)蔵書点検の結果について、資料１をご覧ください。 

 今回の蔵書点検は、忠生図書館と文学館で行っております。その他の中央図

書館以下さるびあ、鶴川駅前、鶴川、金森、木曽山崎、堺の各地域館につきま

しては、2015年11月に一斉点検を行っておりますので、今回は点検しておりま

せん。忠生図書館については、開館したばかりでございましたので、2015年に

は行わず、今回の2016年６月13日から16日の４日間で行っております。忠生図

書館は新しい図書館ですので初めての点検となります。文学館は６月６日

（月）１日間のみの点検になりまして、前回は２日かけまして、閉架という書

庫の部分も含めて点検をしたのですけれども、今回は開架部分のみの点検とな

っております。 

 その結果がどうだったかというのは下の数値をご覧ください。忠生図書館に

関しましては、蔵書数が、資料数約８万546点のうち、今回調べて見つからな

かった本、不明本が52冊となります。同じく文学館は、これは閉架も含めてで

すけれども、４万2779冊の本のうち、不明だったものが４冊という形になりま

す。 

 不明か不明でないかというのはどういうことかというと、簡単に言うと、コ

ンピューターにこの本がありますよと全部本が登録されていて、貸出がされて

いると、貸出されていますとなっているのですけれども、あるはずの本を、全

部の本のデータを実際に今スマホでデータをとってコンピューターと照合して

みて、なかったよという本が忠生図書館だったら52冊、要するにあるはずなの

にないということです。同じく文学館だったら４冊あったということです。恐

らく誰かが間違えて持ち出してしまったとか、場合によっては貸出ミスか何か

でお客さんが持っていってしまったとか、変な話ですけれども、ほかの図書館

に間違っていってしまったというようなケースがあるのですけれども、そうい

うものがそれぞれ52冊、４冊あったという形です。 

 これが多いか少ないかということはよく言われる話ですけれども、他の図書
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館も何冊ありませんでしたと情報を公開していないのでわからないのです。同

規模の図書館で見ますと、忠生図書館は１年ちょっとで52点見つからない本が

あったということですが、この表で言うと鶴川駅前図書館が２カ年の中で109

冊見当たらなかったものがありますので、これに比べると同じか、ちょっと少

ないという形です。あと、52冊とか４冊というのは、それだけで見ると結構大

きな数ですけれども、パーセントで言うと忠生図書館では全体の0.06％です。

文学館については0.009％ですから、忠生図書館だったら１万冊のうちに６冊

なくなったというイメージです。文学館だと１万冊のうちで１冊なかったとい

うイメージなので、数としては許容範囲なのかなという感じはしております。

ただ、これはあくまでも感じなので、この本がなかったことは確かなので、今

後も蔵書点検というのは続けていく形になるのかと思っています。 

 ただ、蔵書点検は毎年全部の館でやるということは今考えておりませんの

で、今考えているのは隔年です。例えば中央図書館は偶数年にやって、他の館

が奇数年にやるみたいな形で、皆さんにご不便がないように日をずらして行う

とか、そういうことでは考えております。 

 ちなみに、文学館が１日だけやっているのは、普通に休館日にやっているの

ですけれども、これはある意味、ほかの館がやる前に小さいところでテストで

やってみて、ちゃんと機械が動くのかというチェックも兼ねてやるということ

なので、文学館は毎年やっている形です。 

 蔵書点検については以上でございます。特に教育委員会サイドでは、これに

ついてはお話は出ておりません。 

 次に、資料２、文学館の春の展覧会「この街の現在－ゼロ年代の町田若手作

家たち－」展の実施報告について、文学館から報告させていただきました。 

 春の展示は60日間で5156人、１日平均85.9人のお客様がいらっしゃいまし

て、文学館の春の展示の人数としては２番目に多い人数となっております。ち

なみに、１番は昔やった「ＴＨＥ ＭＡＫＩＮＧ ＯＦ まほろ駅前多田便利

軒」展、三浦しをんさんの展示で、映画にもなった地元で非常に有名な展示だ

ったのですけれども、それが１番なので、それに次ぐという形で春展としては

かなり多い人数が入ったと認識しております。 

 イベント、ギャラリートーク等については以上のとおりで、資料はこんな形
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ですけれども、今回の特徴というのは、例えば先ほどの「ＴＨＥ ＭＡＫＩＮ

Ｇ ＯＦ まほろ駅前多田便利軒」展みたいに、ある作品であるとか、例えば三

浦しをんさんであるとか、そういう個別の作家さんを取り上げた展示ではなく

て、いわゆるテーマ展という形になっていまして、2000年以降に活躍した、ま

たはデビューした町田に縁があるいろいろな分野の若手作家の方10人を取り上

げる。テーマとしては町田に関係するいろいろな分野の若い人をそれぞれ取り

上げて、それを見て町田の文学、町田ってどんなところなのかというのを多面

的に見るというテーマ展示になります。 

 特に今回は文学館としては初めてゲストキュレーター、要するに外部の学芸

員さんみたいな形として塚越健司先生をお迎えして行っております。それで来

た率も大変多かったことと、文学館で初めてだと思うのですけれども、アンケ

ートに答えた方は20代が一番多かったという形です。皆さん、大体想像がつく

かと思うのですけれども、文学館でアンケートをとって一番多いのは60代、70

代、60代女性が一番多いユーザーさんですけれども、全くそれとは違う傾向が

出たというのは今回の大きな特徴です。 

 先ほども展示の方でも触れましたけれども、三浦しをんさんは、結構文学館

に協力的なので、対談とか来ていただいたときも、いきなり定員の200％超え

の申し込みが来てしまったので大変盛況だったと。ただ、イベントは意外にい

つもいらっしゃる50代以上の方が多かったと承っております。 

 こちらの人数が多かった１つの原因が、今まで図書館も含めて、ここの協議

会でもよく話題に出ているのですけれども、どういう広報をしよう、どういう

ふうに人に来てもらおうということの１つのヒントになると思うのですけれど

も、今回、若手作家さんが中心でしたので、ゲストキュレーターの塚越先生を

初め、作家さん自身とか、作家さんの担当編集の方とか、出版の方がＳＮＳ、

ソーシャルネットワークで情報発信をどんどんしていって、若者がそれを見て

来たという傾向がどうも多いのかな、集客につながったのではないかと考えて

おります。 

 あとは、町田市というのはいい意味でも悪い意味でも郊外の町なので、いろ

いろな分野で取り上げられて、そこら辺がマスコミなどでも取り上げられたの

がプラスになったのかとは思っております。私も前に文学館にいたのでわかる
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のですけれども、テーマ展というのはなかなか難しい。テーマを置くのも難し

いし、お客さんの集客も難しいという中で、これはかなりよくやった展示だと

は思っています。10周年の１回目にふさわしかったのかと考えております。こ

れが２点目になります。 

 教育委員会は以上２点のご報告をさせていただきました。 

 ２点目は、同じく７月１日ですけれども、町田市子ども読書活動推進計画推

進会議を開催させていただきました。こちらは、こちらの協議会の委員として

参加していただいてもおりますし、また学校側では吉川先生に出ていただいて

いるような形ですけれども、これも毎回お話ししているところですが、子ども

読書活動推進計画推進会議は、今、第３次に当たりまして、今年は第３次計画

の２カ年目に当たる。今回のこちらの会議の中では、各課から昨年度の取り組

み状況を報告していただいて、それについてご意見、情報交換を行って、今年

2016年度の取り組みに生かしたいと考えております。 

 子ども読書活動は、何度もお話をしていますけれども、図書館だけではなく

て、その他の行政の子どもさんと関係ある各セクションであるとか、学校であ

るとか、あとは当然役所の外であるボランティアさんとか団体組織の皆さんで

かかわっていかなければいけないという部分、その組織や団体が話し合いを持

つ本当に数少ない場であるというお話です。 

 ただ、残念ながら年に２回しかない会議なので、そこでは行政側の報告とか

事業の報告をして、そこに若干意見をいただく程度しか確かに動いていない部

分があるのですけれども、それでも少しでもいい方向には進めていきたいと考

えております。 

 結構長いスパンでやっておりますので、例えばＰＴＡ連絡協議会の方などが

入っていらっしゃるのですけれども、当然どうしても皆さん役員がかわります

ので、その都度役員さんの変更があって、今回も委員さんが交代されていま

す。 

 今回、大きな問題といいますか、中学校と小学校にそれぞれＰＴＡがあるの

ですけれども、中学校のＰＴＡ連合会の方は連合会として参加していただいて

いるのですが、今年度から小学校側が委員を出せないということで欠員という

形になっております。これは子ども読書活動推進計画推進会議だけではなく
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て、庁内でいろいろと子どもさんの関係する会議があるのですけれども、小学

生のＰＴＡ連合会はそこまで今は体力がないのでお出しできないということ

で、全て団体としてはキャンセルをしている形になっています。 

 確かに大変なのもそうなのですけれども、１つは小学校のＰＴＡ連合会は全

部の小学校が入っている訳ではないのです。中学校は全部入っているのですけ

れども、そういう意味では小学校全体も今、代表を出せない状態なので、今

後、私どもの読書活動推進計画もそうですし、よそのセクションでもそうなの

ですけれども、小学校の子どもさんの親御さん、保護者の方の意見をどうやっ

て会議に取り入れていくかというのが、やはりこういう会議でそれぞれ考えて

いかなければいけない全体的な大きな課題だとは思っております。 

 ただ、今回については、申し訳ないのですけれども、小学校のＰＴＡの方が

欠員という形で会議の委員を構成させていただいているという状態になりま

す。あと、庁内でも当然人事異動がありますので、庁内の関係するセクション

の課長もかわっているという形になっております。 

 ここでそれぞれの事業の報告を出させていただいているところですけれど

も、１つ１つやっていると時間がないので、またホームページ等で公開はしま

すけれども、特に重要と私なりに思ったところだけご紹介をさせていただこう

と思います。 

 例えば、図書館を含めておはなし会をやったり、いろいろな事業があるので

すけれども、その中で意見として出たのは、乳幼児健診があるのですけれど

も、保健予防課が乳幼児健診をやっているセクションなのですけれども、そこ

に絵本と出会うきっかけづくりみたいな形で図書館とか、その他の団体がタッ

グというか、協力してやってほしいということが委員の中ではご意見が出てい

ます。 

 あと、健診のときの読み聞かせみたいなものが、ある意味発達などの気づき

のきっかけになるのではないかという話が保育の担当の方から出ていますの

で、そういうところは１つ考えなければいけないところかとは認識しておりま

す。 

 次に、学校と図書館の協力というものがもう少しうまくできないかみたいな

話はいっぱい出ておりまして、どんな本を購入したらいいかみたいなお話であ
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るとか、あと教員の方とか、ちょうど先週も私どもの方で新任の教員の方の研

修で図書館の使い方とか、図書館というのはどういうものですかみたいなお話

をしたのですけれども、新人の方はともかく、中学校などの勉強会では全校か

ら集まれないとか、そういう工夫は必要なのかというお話が出ております。 

 あと、学校の図書館は、蔵書の整備計画というのが全国的に動いていて、こ

ちらの進捗状況などを、この場合は教育総務課からご報告があったのですけれ

ども、ただ集めればいいということではなくて、冊数があっても例えば古いも

のでは意味がない。図書館的には当たり前なのですけれども、そういうところ

は当然ながら廃棄して新しいものを入れていくという動きは、意見としてもそ

うした方がいいですねというお話も出ていますし、やっている方もただお金が

あるから集めて買うというだけではないですよということはお話を伺っており

ます。 

 あとは直接のお話ではないのですけれども、前にこちらの協議会でも話題が

出ていました学校図書館の指導員の今回のお給料というか、手当の問題などの

話も若干出ておりまして、その話は当然こちらでも話し合いが継続している部

分ですけれども、そういうものの紹介は、ある意味研修のときにそういう話が

出てしまったので、研修の時間が減ってしまったというお話を伺っておりま

す。 

 こういう形での情報交換をさせていただいているというのが今回の子ども読

書活動推進計画推進会議のお話になります。どうしても年２回なので数少なく

なってしまうのですが、次回の会議そのものの予定は来年の２月という形にな

っております。 

 これが２点目の子ども読書活動推進計画推進会議のご報告になります。 

 最後に３番目ですけれども、同じく７月１日から始まっているのですけれど

も、成瀬コミュニティセンターで図書資料の受け渡しサービスを開始いたしま

した。これは前にもお話をしているとおり、今まで例えば、ぱお分館であると

か、小山市民センターであるとか、あるいは南町田の駅前出張所であるとか、

同じような形で市民部が所管しております成瀬コミュニティセンターで本の予

約の受け取りをして、ないしは本の返却を受け付けるというサービスの開始を

７月１日に行いました。向こうの方で処理をするのは、全て市民部の職員が行
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っております。 

 こちらの本の送り出しとか、本が最終的に予約したものは誰に貸出したとい

う処理は、その本が返ってきた、情報が返ってきた時点で図書館で行う形にな

りますので、どうしても情報的なタイムラグが出てくるというのは今までの３

館と全く同じ形でございます。 

 ７月１日に開始して約１カ月たちまして、まだ今日、明日があるのですけれ

ども、昨日までの統計でどれぐらいの本が予約で貸出になったかと申します

と、392冊貸出になっております。昨日までで成瀬コミュニティセンターの開

館日、サービスをやっている日が17日あるのです。392冊を17日で割ります

と、１日当たり平均23冊ぐらい貸出が出ているという形で、出足としてはかな

りいい方だと認識しております。こちらが想定しているよりもかなり多いで

す。 

 様子を聞いてみたところ、うちの職員が成瀬コミュニティセンターを見に行

ったときに、知っているお客さんに会ったりしていますので、恐らく金森図書

館の利用者でよく図書館を使われている方で、成瀬のあたりにお住まいのご用

のある方が使っていらっしゃるのかなというふうには感じております。それな

りにやっているだけ数が来ているというのは実感としてございます。 

 以上、図書館からこの間のご報告をさせていただきました。 

○山口委員長 それでは、館長報告につきまして、次第に挙がっている項目順

に質問または確認をしていきたいと思います。 

 まず、報告事項(1)蔵書点検の結果についてということで資料１がついてい

ます。今回は忠生図書館と文学館の２館ということですが、これにつきまして

何かご質問とかご意見はございますでしょうか。 

○瀧委員 この蔵書点検の不明本については、以前お伺いしたところ、除籍を

してＯＰＡＣに反映するというふうに伺っております。ＯＰＡＣに反映される

のはいつごろになるのでしょうか。 

○中嶋副館長 ＯＰＡＣ側には、今も不明になっていますので、お客様が使う

ＯＰＡＣの方には不明になった時点で全く出てこないです。実際にデータとし

て削除するのは、３年経過してやはり出てこなかったら、その時点で情報その

ものを削除するということです。ですから、今現在、普通の利用者の方が自分
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のＯＰＡＣを見たりする時点では、この不明になっている本は出てこないとい

う形です。 

○瀧委員 そうしますと、隔年で実施をされるということですので、２回目に

もう１度点検をして見つからなかった場合に除籍されるということでしょう

か。 

○中嶋副館長 隔年です。３年目でやはりなかったら、そこで本当にデータを

消去するということです。 

○瀧委員 この本が仮に１冊しか町田市にない場合に、もう既に除籍というこ

とで、ＯＰＡＣに出ないとなると、例えば利用したいという方は、購入のリク

エストをされるという形になりますか。 

○中嶋副館長 当然ながら、１冊しかないものですと全部消えてＯＰＡＣ側で

は見えませんので、お客様としては、そこで市の方にリクエストしていただ

く。そうしまして、こちらの方では購入できるものは購入いたします。できな

いものでしたら、和光大学さんも含めてよそからお借りして提供するという形

になってくると思います。 

○瀧委員 もう１つ、以前、蔵書点検をされるのに、先ほどスマホでというお

話を伺ったのですが、カメレオンコードか何かで今作業されていると聞いてお

ります。いつからこの蔵書点検がカメレオンコードになったのかと、その以前

と今の新しく変わったものと作業量ですとか、そういうものがどの程度変わっ

たかというのを教えていただけますでしょうか。 

○中嶋副館長 2015年11月の蔵書点検から変更しております。今、瀧委員がお

っしゃったとおり、カメレオンコードでシールが張ってあるので、それをスマ

ートフォンでざあっと読んでやっていくような形になります。これで作業量が

どう変わったかと申しますと、ほぼ半減です。半減というか、日にち的に半分

になりました。 

 例えば今回、忠生図書館は４日間かかっておりますけれども、恐らく前回ま

でのやり方でやると６日ないし７日はかかる長さです。我々はなぞりと呼んで

いるのですけれども、昔はバーコードをピッピッピッとなぞって手でやってい

たのです。それをダーっとやって、あとは当然漏れもありますから、漏れをザ

ザザっと読むのが、でも、かなり時間的には短縮をされております。 
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○瀧委員 そうしますと、半減した分は開館日に充てられているというふうに

考えてよろしいですか。 

○中嶋副館長 全くそのとおりです。その分、お客さんに本を提供できる、開

館している時間が長くなったと考えていただいて結構です。これはシステム更

改の大きな効果の１つというふうには認識しております。 

○瀧委員 ありがとうございました。 

○山口委員長 ほかにございますでしょうか。 

 では、私からですが、今、カメレオンコードの話が出たのですが、省力化と

スピードアップということで、閉館が短くなったということはいいと思うので

す。一方、画像で認識させるということですので、例えば読み込み不良などで

データを拾い損なってしまうというリスクというのが、この不明数のところに

含まれるのかどうか、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。 

○中嶋副館長 この52冊というのは最終的な数になりますので、当然最初に全

部はかるとないものがもっと出ているのです。見に行くと、例えば１段ちゃん

と読んでいなかったとか、あとどうしても読まない本だけ表が出てきます。こ

の本、あるではないですかということで、やはり読まないので、バーコードで

なぞって、やはりこの本はある、間違いなく同じ本だなと確定した上でこの数

になっていますので、読み飛ばしとかは当然ながら出てきます。 

 あと皆さんご存じかと思いますが、こういう本だと背中に張れませんので、

どうしても外に出して手でやったり、それこそバーコードで読み込みというの

はしなければいけませんけれども、それは数としては本当に微々たるものです

から、大部分はカラーバーコードで読めてしまうという状態です。 

○山口委員長 ありがとうございます。 

 ほかによろしいでしょうか。文学館は不明が４冊と非常に少ないという印象

があるので、忠生図書館は新しい図書館ながら52冊出てしまうというのは何と

なく残念な気持ちがします。今後もよろしくお願いします。 

 さて、次に２番目の文学館の企画です。「この街の現在－ゼロ年代の町田若

手作家たち－」展の実施報告についてということですが、こちらにつきまして

何かご意見、ご感想などはございますでしょうか。 

 先ほど、例えば三浦しをんさんなど若手も含めていろいろと話題を呼んで、
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特にアンケートで20代の若い人が多かったという点が特徴かなと思う一方で、

三浦さんの対談では申し込みが200％で、しかし、イベント参加者は50代以

上、ここはもしかすると観覧者の20代も恐らく関心があったのではないかと思

ったりするのですが、この違いというのは、例えば曜日の問題であるとか、あ

とは情報の発信の仕方など、そんなところにあるのか、そこら辺は何か分析を

されていらっしゃるでしょうか。 

○中嶋副館長 そこら辺は文学館に確認はしていないのですけれども、恐らく

今言った２つの要因はあると思います。やはり日にちの設定みたいなところ

で、それがそこに合うかどうかというのは参加者に大きく影響すること、あ

と、どうしてもイベントの申し込みが、ＳＮＳの発信をしているのは、市の方

はそれができませんので、個人個人の作家さんとか編集者さんとか会社さんが

やっていらっしゃるのですけれども、当然募集しているのは町田市になりま

す。 

 町田市の募集はどこになるかというと、いわゆる広報、文学館のホームペー

ジ、あとはそれぞれの施設でのチラシ、ポスターの掲示みたいな形になります

ので、やはりそこをしょっちゅう見ていらっしゃって、いつもチェックされて

いるのは常連の方になってしまうので、そうすると早い者勝ちではないですけ

れども、申し込みが来ると、その時点でいっぱいになった。そうすると、どう

しても50代が多くなってしまうというところですね。そこは確かになかなか難

しいところではあると思います。 

 200％みんなとれるように、大きな会場を借りればいいではないかという話

もあるのですけれども、大きな会場を借りてしまいますと、文学館としてはお

客様が文学館に来なくなってしまうという裏腹な部分があって、なかなか難し

いは難しいというふうには認識しております。 

○山口委員長 私から１つ。今、ＳＮＳで作家さんからの情報で若い人たちに

も流れているという点は、私もそうだろうなと思うのですね。例えば大学生た

ちはＳＮＳでつながっているというか、彼らはいろいろなアイテムを使います

から、ツイッターでもＬＩＮＥでも、フェイスブックも使う訳ですが、多分図

書館だけではなくて生涯学習もそうだと思うのですけれども、いろいろな情報

を最近はＳＮＳで発信することで必要としている人に届けるという仕組みは、
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ほかの自治体などでもやっているところがあると思うし、あと、例えば図書館

がツイッターをやっている例だと、去年話題になりました鎌倉市の図書館がホ

ームページのところにツイッターを出しますけれども、実際にはツイッターで

やりとりができるようになっています。 

 ですから、今、図書館のホームページをすぐに変えろとは言えませんが、今

後の情報発信の仕方として、そういうことをお考えになったり、あと図書館は

ホームページができていますけれども、文学館は特に独自のページをお持ちで

はないですね。 

 ですから、やはり図書館と連携しながら、何かそういう発信をしていった方

が、恐らく子育て世代も今はＳＮＳ化していると思うのですね。さっき話題に

なったＰＴＡもＬＩＮＥでつながっている時代ですので、ですから、そういう

ところに情報をうまく流していかないと、本当は来たい、だけれども知らない

から参加できなかったということのないようにするためには、いろいろな発信

手段をお考えになった方がいいかと思います。これは私の感想です。 

○中嶋副館長 確かに、そこら辺は検討していかなければいけない部分だとは

思っております。図書館に限らず、今おっしゃられたとおり生涯学習というこ

と自体に関してもそうです。文学館につきましては、確かに独自のホームペー

ジは今持っていなくて、町田市のホームページの一部にある状態になっていま

すけれども、今、文学館だけではなくて、実際に国際版画美術館であるとか、

独自のページを持っていない博物館であるとか、そのような機関などがホーム

ページを持てないかという検討は進めているところではございます。 

○山口委員長 この件につきましては……。 

○久保委員 今回、文学館としては初めてゲストキュレーターの方を迎えてと

いうことですけれども、ごめんなさい、私が頭に入っていないだけかもしれな

いですけれども、塚越健司さんというのはどういう方なのか、協議会で話題に

なりましたか。 

○中嶋副館長 協議会でということですか。 

○久保委員 今回、若手文化人の塚越さんという方を外部学芸員として迎えた

ということで、この方がどういう方かというのは協議会で前に話題にしていた

だけたでしょうか。私の頭が抜けているかもしれないですけれども。 
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○中嶋副館長 教育委員会でということですか。 

○久保委員 協議会の場で。 

○中嶋副館長 協議会の場では、前回、この企画はどういう企画をやりますと

いう報告は確か差し上げています。そこにお名前は載せてあったと思います。

ただ、どんな方かみたいなご紹介はしていないと思います。どちらかというと

社会学者に近い方なのかと。前回の実施報告の前のこれからやりますと開催の

ことは当然教育委員会でお話ししていますので、そのときにご紹介はしている

ところです。 

○久保委員 これは開館10周年を意識してということで、特別なのでしょう

か、それとも外部学芸員というのは折々に、どういうときに検討されるのでし

ょうか。 

○中嶋副館長 これも特に直接文学館に聞いてはいないのですけれども、10周

年だからゲストキュレーターが来たとか、そういうことではないと思いますの

で、10周年で2000年以降に活躍した、10年ですから、ここで若手の人を取り上

げようということで、そういう方に詳しかったり、郊外とは何かということを

考えていらっしゃる塚越先生にお話をして展覧会をやったと思います。10周年

だからゲストキュレーターを呼んだとか、そういうことではないと思います。 

 10周年事業として、春夏秋冬全部10周年ですけれども、今回はゲストキュレ

ーターではないけれども、春夏の展示でゲストをお呼びしているはずですし、

秋冬も同じく10周年という冠で全部展覧会をやっていきますので、特にこのた

めのゲストキュレーターという考え方ではないと思います。10周年のためのゲ

ストキュレーターということではないと思います。 

○久保委員 ということは、今後もそういう学芸員の方が折々に入ってくると

いうことですか。 

○中嶋副館長 展示によってということになると思います。ゲストキュレータ

ーという言い方なので、身分というか、資格として学芸員を持っている訳でも

ないので、大きな関係する展示をするときに監修をするようなケースというの

は今までもありますし、今の展示でもたしか東雅夫先生が監修をやっていらっ

しゃるはずですから、それよりもちょっとランクが高いという形でゲストキュ

レーターという表現をしているのだとは思います。 
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○山口委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、２番目の町田市子ども読書活動推進計画推進会議についてです

が、こちらにつきましては砂川委員が参加されていますので、まず最初に砂川

委員から、そしてあと吉川委員も参加されているので、砂川委員からご報告を

お願いします。 

○砂川委員 今、中嶋副館長さんから報告がありまして、第３次町田市子ども

読書活動推進計画に基づいて取り組まれた内容と2015年度の取り組み状況、今

後の予定、課題をお聞きしました。今おっしゃられたとおり、とても内容的に

多いものなので、そして時間が２時間しかないのです。なので、ほぼ各課の担

当の方の取り組み状況の報告ということなので、聞いている方が大半でした。 

 私が感じたことも、問題があるのではないかと思ったことも、中嶋副館長が

おっしゃったこととほぼ同じなのですが、まず、小学校の子どもさんを持つ親

御さんからの意見が聞けなかったというのがすごく残念だった。これからも難

しいということなので、それは少し考えた方がいいのだなと思いました。 

 それから、幼稚園はほぼ私立なので、公的なつながりがないということで情

報がなかなか伝わらない。先生方が情報をどういうふうに受け取って、そして

子どもたちや親御さんに伝えればいいかということに苦労されているみたいな

ので、その辺を何とか、これだけすごく大きな組織というか、各課が本当にい

ろいろな取り組みをされているので、子どもたちにぜひぜひ伝えてもらいたい

と思いました。 

 それから、１つだけ今ごろになってなのですが、図書館の取り組みで、英語

でするおはなし会というのも今年度の実施予定になっていますが、これは始ま

っているのですか。 

○中嶋副館長 今のお話の英語のおはなし会ですけれども、８月か９月にやる

予定で、まだやってはいないです。そういうことができる方をお呼びして、英

語と同じお話を日本語でやってみるというのを試してやってみようというお話

だと思います。 

○砂川委員 それはどこかで情報は得られますか。 

○中嶋副館長 こちらは、おはなし会のいつもの予定表みたいなものを出して

おりますけれども、そこの中で例えばチラシであるとか、図書館のホームペー
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ジであるとか、あと館内掲示のポスターとかではお知らせする形になるかと思

います。 

○砂川委員 わかりました。注意して見てみます。 

 もう１つですが、学校図書館の指導員の問題です。これも本当に会議の中で

は時間がなくて、詳しいことをお聞きすることができなかったのですね。これ

は清水さんが多分詳しくご存じだと思うので、お知らせいただければと思いま

す。 

 あと、読み聞かせが学校でもすごく行われていると思うのですけれども、変

な言い方ですけれども、各学校でレベルが違うと思うのですね。そこをどうい

うふうにフォローしていくかということを考えていかないといけないのかなと

感じました。 

 済みません、あとは吉川先生にフォローをお願いしたいと思います。 

○山口委員長 吉川委員、お願いします。 

〇吉川委員 副館長と砂川委員が言っていただいたことでほぼ網羅していると

思います。32あって報告で質疑だったので、深まった話まではいかなかったと

思っています。 

 学校に関することで言いますと、まず保護者の参加のことですけれども、先

ほど副館長から話がありましたように、中学校はＰＴＡ連合会ということで、

全20校が連合会に入っていますので、その中から役割を決めています。ＰＴＡ

本来の仕事以外にも、社会を明るくする運動は今年は何々中学校の誰々さんに

お願いしようとかいう中に１つ、子ども読書活動推進計画推進会議の担当があ

ります。ですから、漏れなくちゃんと役割はあるのですが、先ほどお話があっ

たように毎年変わるものなので、継続してやるということはちょっと難しいで

す。小学校の方は、いろいろな事情があって連合会というのは一部の学校しか

入っていないので、今年は委員が出せないということでした。 

 これは組織のあり方の問題になってしまうので、一概にはこうした方がいい

とは言えないのですけれども、先ほど砂川委員からお話があったように、小学

生、中学生の子どもを持つ親で、特に読書に関心がある親がそういう会に参加

してもらった方がいいのかと思いますので、例えば教育委員でも、保護者代表

の公募枠がありますね。同じような形で、ＰＴＡ連合会などから出すよりは広
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く呼びかけて、そういう委員会に参加してくれる人はいませんかという形でや

れば、２年でも３年でも、あるいは長くいれば９年間でも参加してもらえるの

で、任期とかは決めるのでしょうけれども、１つそういうこともいい手なので

はないかとは感じました。そこについてはそういうことです。 

 もう１点、学校図書館の蔵書整備についてもお話がありましたけれども、こ

れも各校の事情によります。整備計画にのっとって、とにかく数を集めればい

いというものではないので、とても古くなった資料、歴史は変わらないですけ

れども、特に地理関係とか、そういうものについては古いソ連という表記のも

のがあったりするので、そういうものも含めて蔵書数が足りていますよと言っ

ても仕方がないので、古い資料については破棄して必要なものを充足していく

という形で、そのために充足率が足りない、低いところもあるけれども、それ

は内容を考えてということです。 

 それから、副館長から話がありました教員の研修、それから図書指導員の研

修ですけれども、教員もいろいろなことをやっていますし、特に新人の教員

は、まず授業や子どもの対応が第一ですので、年に１回、図書館の活用につい

て研修をやっても、その時点でなかなかすっと入ってこないかと思います。必

要だと感じたときに研修ができる制度があればいいなとは思います。 

 フォローになったかどうかわかりませんけれども、大体そういうところで

す。 

○山口委員長 ありがとうございます。この件につきまして、何か確認、質問

はいかがでしょうか。 

〇齋藤委員 ＰＴＡの中に学童保育所というのは入っているのでしょうか。 

〇吉川委員 入っていないです。 

〇齋藤委員 この中には学童保育所というのは……。 

○中嶋副館長 委員としては入っていないです。 

〇齋藤委員 実は知っている学童保育所に昨年から司書の資格を持った職員が

入って、入ったときに愕然として、子どもたちが本に関してはほったらかしと

いうか、学童保育の中の指導のレベルだと思うのですけれども、そういう子ど

もたちが多かった。１年かけて、忠生図書館ができたので、忠生図書館に連れ

ていき、１週間に１回語りの時間を設けてやった。 
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 そうしたら、子どもたちの中で本が大嫌いな子どもが「先生、借りてきた

よ」というような報告を先生にしてくれた。やはり重ねることによって成果が

確実に出るのだということを聞いたときに、学童保育所と図書館というのはど

こにも接点がなく、そういう職員に恵まれて出会ったときに、初めて子どもた

ちが本に目覚めるという成果が出たので、ここのところには学童保育所という

ものが出てこないので、いかがかなと思いました。 

○中嶋副館長 もう１回確認しますと、学童保育クラブの代表の方は委員に入

っている訳ではないのですけれども、この取り組みの中では学童保育クラブや

子どもセンターでのおはなし会であるとか、図書資料の充実みたいなことは入

ってございますので、もし計画の中に入れていくとしたら、そういう中でそう

いうものを充実させていく必要があるかと思っております。ちなみに、こちら

を所管している部門は児童青少年課が基本的に担当している形になります。 

 どちらかというと、この報告でも学童保育クラブの話は、むしろもう１個の

子どもセンターが今どんどんやっているので、そこでいろいろな事業をしてい

るというご報告は今回受けたところです。 

〇齋藤委員 この中には入らず。 

○中嶋副館長 はい。 

〇齋藤委員 わかりました。ありがとうございます。 

○山口委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○鈴木委員 ここのメンバーというのは教育委員会が決定するのですか。今、

吉川委員がおっしゃった小学校のＰＴＡがもし出られないのだったらば、そう

いう子どもの本に関心がある方を公募という形にするという提案もあったけれ

ども、そういうものは図書館の中で取り組むことができることなのでしょう

か。 

○中嶋副館長 今のお話ですけれども、こちらの会議の委員さんは全て条例で

設定していますので、条例規定になりますので、条例上でどういう人が選出区

分ですと決まっていますから、先ほどのご提案みたいなお話があった場合は、

図書館が事務局ですので、恐らく私どもが下案をつくって、今回新しく条例を

変えて、ＰＴＡではなくて一般公募の市民の方とか、小学生のお子さんを持つ

方から委員にしますという法律をつくらなければいけないという形になりま
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す。 

 今後、そこは一番考えていかなければいけないところで、小学校ＰＴＡ連絡

協議会がもしも代表をお出しできないのだったら、そこは当然変えていく必要

が出てきますけれども、逆に１回変えてしまうと、また小学校に戻すという訳

には、法律をそうころころ変える訳にはいかないですから難しいというところ

は確かにあります。要するに、私どもが新しい委員さんをつくりましょうとい

って決めるものではないです。そういう案をつくって教育委員会で決めて、条

例として出して、それが通れば、そういう形で募集することができるという形

です。 

 ただ、当然下案をつくるのは私ども図書館ですし、それを調整するのは生涯

学習部であり、教育委員会であるという形にはなってくると思います。これは

その他、先ほど申し上げたとおり、公立小学校ＰＴＡ連絡協議会は今どこも代

表を出せない状態なので、類似の委員会とか会議を持っている団体それぞれは

今そこは今後どうしようかと考えているところです。団体さんがまた大丈夫に

なるのを待って、このまま法律を残しておくか、それとも……。ここで例えば

ＰＴＡ連絡協議会が出せなくなるのだったら、ほかのやり方に切りかえていく

ということも含めて考えていかなければいけないとは思います。図書館で決め

ることではないです。 

○鈴木委員 今でも、もし小学校のＰＴＡのところから出ていても、中学校の

ＰＴＡと小学校のＰＴＡの代表の方２人しか子どもを持つ親として出てきてい

る人はいらっしゃらないのですね。 

○中嶋副館長 委員の構成としましては、基本的には小学校校長会の代表の先

生、吉川先生ですが、中学校の校長先生の代表の方と今回欠員ですけれども、

小学校のＰＴＡ連合会の代表の方、中学校の代表の方、あと先ほど砂川委員か

らお話がありました私立の幼稚園の代表の方、あと法人立保育園の代表の方、

図書館や学校図書館にかかわるボランティアの方が２名、あと、こちらの図書

館協議会の代表、それから市の図書館であるとか子育て推進課であるような子

どもの事業をやっている各課の代表、それが全ての委員構成になっておりま

す。ですから、おっしゃるとおり、純粋にお子さん方の親御さんだという方は

ＰＴＡ連絡協議会かＰＴＡ連合会の代表のお二方だけになります。 
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○鈴木委員 いろいろな事業を行う側がほとんどで、計画を受けて子どもたち

が本を好きになるような親の側というのが本当に少ないのは、成果がどうだっ

たかというものの検証の上でも、事業を行った側だけで検証するのではなく

て、やはり受け手の側のいろいろな意見もすごく大事だと思うので、ＰＴＡが

今後も必ず毎年出てくるということは、今のそういう状況は難しいので、市の

ＰＴＡ連絡協議会と入れかえるのではなくて、新たにもう少し親の立場の人が

出られるような方策を考えていただいて、ぜひ条例に加えていただけたらと思

います。 

○山口委員長 今の件について私からも一言。私も、子ども読書活動推進計画

推進会議の前回の委員をしておりましたけれども、確かにＰＴＡからお２人出

ていても、結局、短期間でころころ変わってしまうので、やはり継続して検討

するというのは難しいと思うのですね。それこそ学校図書館について初めて知

りましたという方もいらっしゃいましたので、それはむしろやむを得ないのか

と思うのですね。 

 ですので、先ほど吉川委員からあったように、継続性ということを意識して

委員を選べるといいのかなと思うのですね。そういう意味では、今、鈴木委員

がおっしゃったように、従来のＰＴＡの枠は残しておいて、さらに小学校、中

学校公募枠みたいなものがあるといいのかと思うのです。 

 あと、先ほど齋藤委員からご指摘があった学童保育所の件ですけれども、我

が家にも実際に小中と―中学校は卒業しましたけれども、小学生がいます。

学童保育所は２人通いましてお世話になりましたが、雨などが降っていますと

部屋の中で過ごすことになります。すると、やはり本に寄ってくる子どもたち

がいっぱいいる訳です。ですけれども、残念ながら、ご存じのように学童保育

所の中で十分に本があるかというと、そうではない。ですから、そこら辺で先

ほどお話があったように、本と向き合うきっかけができるというのは大変いい

と思いますから、これはむしろ今後少し検討に加えていくべき点ではないか。 

 先ほど一応整備計画のようなものもあるということは伺いましたけれども、

一方では、現在、学童保育所の指定管理化も進んでいますね。指定管理者にな

った場合は、恐らくその中で図書についてどうするかというのは仕様書にない

限り指定管理者はやらないと思うのですね。そうすると、そういうところの子
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どもたちは漏れてしまう可能性がある。ですので、やはりそこのところも考え

ていってほしいと思います。 

 やはり子どもにとって身近な図書館は残念ながら公共図書館ではなく、学校

図書館であり、そしてその後、数時間過ごす学童保育所、特に１年、２年、３

年生ですから、読書習慣を身につける一番いい時期だと思うので、そこら辺に

ひとつ手を差し伸べられるといいのかと思います。これは子ども読書活動推進

計画推進会議だけではなくて、図書館としても今後お考えいただいた方がいい

かと私は思います。 

○鈴木委員 団体貸出は、学童保育クラブは入らないのですか。希望しても入

れないというか、どうなのでしょうか。 

○中嶋副館長 まだ確認はしていないですけれども、多分大丈夫だと思いま

す。 

○鈴木委員 もし希望すれば、それは。 

○中嶋副館長 いわゆる団体さんで皆さんにご本をお貸しする訳ですから。こ

の関係につきましては恐らく大丈夫です。普通の団体さんとみなせると思いま

す。 

○鈴木委員 そういうところに積極的に働きかけないと、聞かれたら貸し出し

ますよというのではなく、もう少し積極的にする。今、柿の木文庫では２つの

小学校の学童保育クラブの子どもたちが２週目と３週目に来て、20冊ぐらい文

庫の本を借りていくのです。先生が持って帰るのも大変なので、来る子が20人

ぐらいなので、それぐらいいつも借りていっているのですが、１カ月に１回、

それぐらいは回転しています。 

 できれば図書館の方から借りられれば、人員的に借りに行く余裕が学童保育

クラブの指導員の方にあるかはわかりませんけれども、子どもたちは本を好き

で借りていって、返してきたのを見ても結構いい本を借りていくのです。だか

ら、ぜひもう少し積極的に、そういうところも図書館側でやっていただけると

いいなと思いました。 

○中嶋副館長 今のは確認がとれました。2014年度の統計を見ましたら、学童

保育クラブで登録されている団体が18団体ございます。この年にお借りになっ

た本が3800冊になりますので、借りている数としては地域文庫より多いです。
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結構使っていらっしゃる指導員の方も、先ほど齋藤委員からお話がございまし

たけれども、指導員さんの中でそういうことがわかっていらっしゃる方は結構

使っていらっしゃるのかと思います。 

 私ども図書館の中でも、たしか学童保育クラブの人がよく来るよというのは

各地域館も含めて聞いていますので、借りている数だけではなくて、来館した

りするようなこともされているようです。 

○鈴木委員 もう１つ、さっき私立幼稚園の件があったのですけれども、幼稚

園の団体登録がありますでしょうか。 

○中嶋副館長 今の同じ統計のところですと、保育園も込みですけれども、保

育園、幼稚園で28団体、2870点の本を借りていますから、学童保育クラブより

はちょっと少ないですけれども、そこそこ使っていらっしゃるかなという感想

です。 

〇齋藤委員 いつの統計ですか。 

○中嶋副館長 これは2014年度です。今、2015年度をつくっているのですけれ

ども、そんなに数は変わっていないので、今の統計はそれぞれ2014年統計から

拾わせていただきました。 

○鈴木委員 幼稚園というのは幾つありますか。 

〇齋藤委員 60ぐらいは……。 

○中嶋副館長 今すごくありますね。 

○清水委員 今、学校の図書館のお話で、１つは図書標準に達するためにとい

うことで、いろいろ古い本をというお話があったのですけれども、昨日、研修

がありまして、指導員さんがたくさん集まっていたのです。私はそちらの心配

をしていたのですけれども、標準に達するための計画を出していて、それに廃

棄と購入と１年に何冊やるというのがあって、たまたまその年に計画で100冊

廃棄する予定だという年だったらしいのです。 

 そのときに、その前の年にいっぱい廃棄したので、100冊廃棄しようと思う

ものがないのに、何が何でも100冊減らさなければいけないと言われたという

指導員さんがいて、うそでしょうと言っていたのです。そんなお話が出てきた

り、今年の図書費が11万円しかつかなかったのだけれどもというふうなところ

があったり、実際にはどうなっているのだろうと思うようなことが図書費と



22 

 

か、図書標準に達するためということの中で起きているのではないのかという

ことを感じました。 

 もう１点、先生たちの研修のことですけれども、この前、去年でしたか、ブ

ックトークをやってもらえるということを知って、中学の方でブックトークを

お願いしましたというような話もあって、図書館と学校図書館のいろいろな交

流もできるのだなと感じたのですけれども、今日、実は午前中、中学の方に行

っていまして先生と打ち合わせをしたのです。 

 そのときに、新人の先生たちがここで研修をするときに、こういうことがで

きますということとあわせて、新人の先生たちに自分が授業の中で学校の図書

館と公共図書館を連携して使ったら、どういう授業ができるのか、そこまでを

図書館の研修の中で問いかけていただいた上で話をしてもらったら、もう少し

真剣にというか、自分の授業と関連づけて研修を聞けるようになるのではない

かという話を先生がされていました。 

 というのは、若い先生が今どんどん入ってこられているのですけれども、先

生たち自身が調べ学習をそれほど体験していないというのもあって、やはりみ

んな本を探すよりもパソコンで調べておしまいにしてしまおうという若い先生

がすごく多くて、その先生たちに図書館を使ってと言うのはすごく大変なので

すと司書教諭の先生はおっしゃるのですね。図書館にも、そこら辺から協力し

てもらえるとありがたいというお話でしたので、そんなこともあるのかなと。

もし話を聞く前に、そういうことを頭に入れながら聞くのも１ついいのかと感

じました。 

○山口委員長 今の件で清水委員に質問なのですが、図書指導員の研修では講

師はどこから出しているのですか。 

○清水委員 出しているというのは……。 

○山口委員長 要するに、講師がいますね。 

○清水委員 指導員の研修と司書教諭の研修と合わせて３回ですね。それはど

ちらに出ても大丈夫ですと言われているのですけれども、１回は図書館にお願

いしてやっていて、今年の場合は、あと１回は堺中の見学ということだったの

ですね。 

○山口委員長 先ほどの100冊廃棄という数値ありきの、私はすごく危惧を感
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じたのです。それは研修で言われたということではなくて、むしろ教育委員会

の方からそういうふうに言われたということですか。 

○清水委員 今、研修の中で教育委員会が、指導員さんが集まったところで指

導員の謝礼金の変更についての説明をされているのですけれども、そのとき

に、そもそも皆さんの日ごろの思いがあふれ出ていまして、これはどうなので

しょうか、あれはどうなのでしょうかということも出ていて、昨日の場合は研

修が終わった後に、昨日はパソコンの研修だったのですけれども、それが終わ

った後に指導課長が説明する中で出てきた話です。 

○山口委員長 ということは、要するに教育委員会として、それだけ資料を廃

棄せよという数値が先に出てきたということですか。 

○清水委員 教育委員会から出てきたのではなく、各校で計画を立てているの

です。５年間で図書標準に達するために、今の図書館の本を１年に何冊廃棄し

て、何冊購入すると、ここに達しますという計画を立てていらっしゃるのだと

思うのです。私もそこら辺、最初にいなかったのでよくわからないのですけれ

ども、それにのっとってやると、今年はという話が出てきてしまったらしいの

で、どうしても捨てなければいけないのでしょうかと。 

○山口委員長 廃棄をする理由が、例えば物理的にもう入らないから出さなけ

ればいけないとか、あと一般的に公共図書館であるのは、利用頻度の下がった

ものについて蔵書を管理する過程で除籍、さらには廃棄というのがあるのはわ

かるのですが、数値が先にあるというのは私も初めて聞いたものですから、そ

んなに減らさないともう入らないということなのか、それともそれだけ減らし

た分、新しいものが入るというのだったらまだしも、そうではなさそうです

ね。 

○清水委員 そうなのです。入るというか、削った分について―削った分と

いうか、到達するまで予算はある程度保証されているのです。だから、いっぱ

い本が足りないところには、たくさん予算がついているということはあるので

す。だから、削らないで一生懸命埋めようとしてしまったところは予算が少な

くついて、古い分がたまってしまっているということはあります。 

○山口委員長 つまり、基準を超えてしまうと予算がつかないので、削らざる

を得ないという理解なのですか。 
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○清水委員 削らざるを得ないというよりは、何と言えばいいのでしょうか。

どういうふうにしていますかね。よくわからないのです。 

〇吉川委員 それは多分計画を立てたから、計画どおりにやりなさいというふ

うにその学校の管理職が言ったのではないかなということだと思います。そこ

がちょっと理解がなかったのかと思うのですが、2014年度から2018年度までの

５カ年間で達成できるようにという計画は立てたのですが、なかなかその計画

どおりにいかない場合もあるのかと思うのですが。 

○清水委員 そのときにも、指導課は本の冊数だとか、そこについてはわから

ない、それをやっているのは教育総務課だというふうなお話なのですね。予算

と本の冊数というのは教育総務課の方に言わないとわからないというふうに指

導課長がおっしゃっていて、本の冊数を死守するみたいなやり方よりも、更新

率だとか、そういうことで見ていただいて、冊数が達したらもう予算は要らな

いのですというふうなやり方は絶対おかしいのですよという話は昨日もさせて

いただいたのです。そこの意識、指導課長はわかりますとおっしゃるのですけ

れども、それは教育総務課ですと言われてしまって、そういうことなのでしょ

うか。 

○山口委員長 話が学校図書館のことになりましたけれども、やはり蔵書の管

理というのは、公共図書館でも大学図書館でも学校図書館でも、特徴における

差はあっても基本は変わらないと私は思うのですね。ですから、図書館の本質

の認識を共有していないと、せっかく子ども読書活動推進計画をつくっても、

それを実施する場所で残念なことが起きるのかと思います。 

 この辺は、むしろ図書館の側が専門集団ですから、ぜひそこからいろいろと

情報発信をしていただいて、あと先生方の研修ですね。前から外部評価でもい

ろいろ情報を伺っていて取り組みとしていいなと。ほかの自治体の例やほかの

自治体の方とお話しすると、そういうのはいいですねということを言われます

が、先ほど吉川委員も言われたように、必要なときにいつでも受けられるとい

うのは大切かと思います。 

 たしか以前の協議会でも、やはり校長先生から、ぜひ新任だけではなくて、

何年かキャリアを積んだ教員にも、そういう機会をいただけるとありがたいと

いうことをおっしゃっていたのを私はずっと覚えておりますので、次はそんな
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ところも含めてお考えになるといいかと思います。 

 まず、先生方に図書館を使っていただくことで子どもたちを図書館にいざな

うことができると思います。自分が使ってよかったなと思えるから紹介できる

というのがあると、私自身はそういうふうにやってきていますので、ぜひそん

なところもお考えいただければと思います。 

〇増川委員 調べ学習のことが先ほど出たのですけれども、小学校では３年生

が調べ学習のスタートになるのですが、そのときに学校図書室の使い方につい

て指導できるシステムがあるといいなと思っています。うちの図書館は、子ど

もが来れば教えていただけるのですが、出前授業がないということなので、学

校現場では優秀な司書教諭さんが近隣にいれば、その方にお願いするなり、出

版会社にお願いしてみるなり、その面でいろいろな手は考えているのですが、

そこからしてなかなか進まない。残念だなと思っているのですけれども、何か

いい方法があるといいです。 

○山口委員長 ほかの自治体で見た例ですけれども、司書教諭の先生はいらっ

しゃいますけれども、そこにあと学校司書がちゃんと専任でいると、２人でう

まくバランスをとって指導するなどというのがありますね。だから、その点で

言うと、やはり学校司書の配置は必要なのかと思いますね。 

 あと、図書館からできれば出前というか、どなたか行かれて、あわせて図書

館の先生にアピールをしていただくといいのかと思います。地域館がなくて

も、ＢＭも走っていますから、そんなところに結びつけられるとおもしろいか

と思います。 

○中嶋副館長 こちらもブックトークとか出前で結構出ているので、そういう

ところでは今後考えていきたいと思います。何分うちも手不足で、来ていただ

ければ、それなりにいる人間でできるのですけれども、行くとなると、それで

人を割かなければいけないというのが現実的にあります。ただ、おっしゃると

おり、図書館の宣伝にもなりますし、考えていきたいとは思っています。 

 ただ、変な話、学校図書館の使い方とこちらの図書館の使い方が微妙に違う

ので、そういう意味では図書館一般の話とか公共図書館の話はうちの方ではか

なりできると思いますけれども、やはり特性みたいなところは学校の先生方や

指導員の方の方が逆に言うと詳しいですから、そことのバランスという問題が
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出てくるかとは思います。 

○山口委員長 ありがとうございます。なかなか難しい問題ですね。今後の課

題として考えていきたいと思います。 

〇齋藤委員 先ほどちょっと聞き漏らしたのですが、保育園と幼稚園合わせて

28カ所とおっしゃったでしょうか。 

○鈴木委員 28団体。 

〇齋藤委員 そうすると、ものすごく少ないような気がするのです。先ほど幼

稚園と保育園の数が私はぱっと答えられなかったのですけれども、概算で…

…。 

○中嶋副館長 やはり28団体ですね。 

〇齋藤委員 ものすごくあるので、４分の１ぐらいか５分の１ぐらいしか登録

されていないのではないかと思うのですが、もしはっきりした数字がわかりま

したら、次回教えていただければと思います。 

○中嶋副館長 今使っていらっしゃるところの数ですね。 

〇齋藤委員 そうですね。もしできれば、たくさんの幼稚園、保育園が団体登

録するような取り組みを図書館でしていただきたいと思います。 

○鈴木委員 団体登録を知らせる何かというのは、どういうことを図書館側で

は団体に、新たに今まで登録していなかったところに登録したらどうですかと

いう何かをしていらっしゃいますか。 

○中嶋副館長 一般にポスター、チラシみたいな話ではなくて、個別に売り込

みに行くというのはやっていないです。例えば個別に幼稚園さんに今やってい

ますかと、幼稚園の園長さんの会とかがあると思うのですが、そういうところ

に行って、図書館はどうですかというお話は確かに今のところしていないの

で、逆に売り込みというか、セールスというのはしていく必要があると思いま

す。ただ、今現在は確かにやっておりません。 

○鈴木委員 園長会議というのですか、校長会があるみたいに、園長会とかい

うのが私立幼稚園にあります。そういうところで、まずは図書館で行っていた

だければあれですか。 

〇齋藤委員 私の知っている限り、いらしたことはないのではないかと思いま

す。 
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○鈴木委員 今後、そういうところにいらしていただければ、とりあえずは全

部の幼稚園に伝わることは伝わりますね。 

〇齋藤委員 すごく助かると思います。 

○中嶋副館長 それは考えさせていただきます。ただ、学校の校長先生の会議

では前にお話ししたことがあるのですけれども、大変お忙しいので、逆に言う

と担当の先生とお話しした方が早いのかなというのが正直言って今までの経験

上あるのですけれども、幼稚園、保育園については。 

〇齋藤委員 チラシをまいていただくだけでも、団体登録がありますよとい

う、それすら知らない園もあるかと思います。 

○中嶋副館長 違いますか。わかりました。それでしたら逆に紹介だけでも意

味があると思いますので、ありがとうございます。 

○鈴木委員 幼稚園では、図書の担当の先生とかが決まっていない幼稚園もい

っぱいあるでしょうから、担当の先生を集めるということは難しいですね。や

はり園長先生を通じてほかの先生方に、そういうことがあるというのを知って

いただくという感じですね。 

〇齋藤委員 知識はないと思います。 

○瀧委員 先ほどの会議報告の砂川委員の報告の中に、図書館の取り組みで英

語のおはなし会の話があるということだったのですけれども、英語のおはなし

会は目的というか、どこを対象とされているのかお伺いします。例えば日常会

話の主言語が英語の子どもたちであるとか、市民の中にもいろいろな方がいら

っしゃるので、そういう方を対象という意味なのか、それではなくて一般的に

広く市民の方に、英語でやりますよ、どうぞということなのか、そこを伺いた

いと思います。 

○中嶋副館長 先々の話で、今計画中であくまで試行みたいな形なので、例え

ば主言語が英語の方をわざわざお呼びしてやるということではなくて、今の普

通のおはなし会の枠の中で、どなたでも来ていただいて聞けるようなおはなし

会の中でやる予定です。今後はどういうふうにするかというのはまた考えてい

く必要があると思いますが、今回の予定では、とりあえず同じ絵本を英語版と

日本語でやる、並べてやるような形で考えていると聞いております。 

○鈴木委員 それは中央館のふだんのおはなし会ですか。 
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○中嶋副館長 中央館のおはなし会の中でやる予定になっております。 

○鈴木委員 それをしようという試みを計画したのは、今、瀧さんの方でおっ

しゃったように、どういう目的というか、どういうことでそれをしようという

ことになったのですか。 

○中嶋副館長 こちらの児童の担当の方で、おはなし会はいろいろなやり方が

あると思いますので、そこの広がりを持たせるようにということでアイデアと

して出てきたということです。あと、ちょうどそういうものができる方がいら

っしゃったのでお願いをしたということです。ですから、あくまでも試行なの

で、それをやってみて、その反応とかで今後どうしようかとか、ほかの事業に

どう取り入れていくかとか、今おっしゃったように、地域館とか、ほかの部分

でもできるかどうかというのは検討していく必要があると思います。 

○山口委員長 よろしいでしょうか。 

 次に、３のその他ということで、成瀬コミュニティセンター受け渡しサービ

スの開始ということですが、これにつきまして何か確認、質問等はございます

でしょうか。よろしいですか。 

 それでは、館長報告は以上です。 

 引き続きまして委員長報告ですが、生涯学習審議会、先月第１回目がござい

ました。こちらにつきましては、まだ第１回目ですので、委員の委嘱状の授

与、あとは生涯学習審議会の委員が大分入れかわりましたので、新任向けを意

識してということだと思いますが、制度の仕組みについての事務局のレクチャ

ーが中心です。来月、第２回目の審議会がございまして、そちらで教育長から

諮問がございまして、それについて２カ年かけて審議ということになります。

ですので、そこで諮問が出ますので、それにつきましては次回の協議会で報告

をさせていただきたいと思います。 

 私の方からの報告は以上ということにさせていただきます。これにつきまし

ては、特に質問等はないかと思うのですが、次回詳しく報告させていただきま

すので、ぜひそのときによろしくお願いいたします。 

 引き続きまして、協議事項で図書館評価についてということで、副館長から

お願いします。 

○中嶋副館長 協議事項でお願いという形になりますが、図書館評価につきま
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して、2015年度図書館評価の外部評価をまたお願いしたいと思いまして、こち

らを出させていただきました。資料３をご覧ください。こちらは依頼状の写し

になっております。読み上げさせていただきます。 

2015年度図書館評価の外部評価について（依頼） 

 日頃、図書館行政にご協力いただき、ありがとうございます。 

 この度、2015年度の実績、取組がまとまりました。つきましては、図書館協

議会による外部評価を2016年12月末までに実施していただきますよう、お願い

申し上げます。 

 外部評価に当たっては、昨年度同様、各業務に対してコメントをいただく形

になっております。各シートに2013～2015年度の実績、特記すべき取組、及

び、昨年度いただいた外部評価を記載しております。また、いくつかの評価補

助資料を別途送付いたしますが、不足がありましたらお申し付けください。 

 ご多忙のところ、お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

 なお書きがございまして、なお、一部数値が確定していないものがあるた

め、確定し次第、追加依頼をさせていただきますということで、それ以降につ

きましたものは評価の一覧項目になっております。この中身につきましては、

データ量が多うございますので、これからメールで送信をさせていただく形に

なりますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に付言いたしましたとおり、2015年度決算を認定するのは９月の議会を

もってになりますので、まだここで確定していない数値がございます。それは

決算が確定次第、情報として追加で送らせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 特に今年度2015年度につきましては、2014年度と異なりまして、システム更

改が基本的に終わりまして、５月からですけれども、忠生図書館が動きました

ので、ほぼ図書館の事業が普通の形で流れている年度だと考えられますので、

そういう意味で評価が見やすいというか、見ていただける形になると思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○吉岡担当課長 当初の予定ですと８月にお出しするということにしたかと思

うのですが、今年は早くにまとまりましたので、今回出させていただきまし

た。今年度については委員さんの改選もありませんので、なるべく早く出して
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いただいてということでしております。 

 昨年度は、お互いそうだったのですけれども、新しい形になってということ

で、こちらもまとめるのにかなり苦労したり、皆さんも評価していただくのも

慣れずにということで大変だったかと思うのですが、今年は２年目ですので、

多分昨年度よりは、そうはいっても大変だと思うのですけれども、できるかと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、実際にやっていただく中で、この資料を追加でとか、ここはどうなの

かというご質問があると思いますので、それについては昨年度と同じように早

目に対応できるように考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○山口委員長 それでは、予定よりも１カ月早く依頼をいただきましたので、

これから外部評価も含めて計画を立てていくことになるかと思います。昨年の

やり方をベースに考えられればいいのかと私の方では思っているのですが、具

体的なグループ分けや仕組みについては、評価にかかわることですので、今日

の協議会が終わった後に委員の方にお残りいただいて簡単にご相談をさせてい

ただければと思います。 

 １点確認ですが、評価の内容についての質問等については、吉岡さんの方に

全て集中でお回しした方がよろしいですか。 

○吉岡担当課長 はい、それで大丈夫です。お願いいたします。 

○山口委員長 では、またいろいろとご教示いただくかと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 シートの内容も特に変更はございませんけれども、今この時点で何か確認を

されたいことはございますでしょうか。 

○鈴木委員 去年は紙だけではなくて説明をする機会を設けてくださいました

ね。ヒアリングを。 

○山口委員長 どのように進めるかというのは、外部評価の側で決めることに

なりますから、必要に応じていろいろと調査をお願いしたり、または担当の方

とコミュニケーションをとったりということをすればいいかと思いますので。 

○鈴木委員 わかりました。 

○山口委員長 では、これについては後ほど相談したいと思います。 
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 それから、その他ということで今日は幾つかございますので、まず砂川委員

から、成瀬コミュニティセンターに関連して、かえで文庫のことですか、ご報

告をお願いいたします。 

○砂川委員 まず、７月１日に成瀬コミュニティセンターがオープンしまし

て、それと同時に、かえで文庫の活動も本格的に始まりました。図書館の方々

に、引っ越しを含め整理とか、あと備品とかのお世話をいただきまして、支援

いただいて本当に助かっています。ありがとうございました。 

 活動が始まって、水曜日、土曜日、両方とも４回ずつ過ぎて、あと７月６日

には七夕の特別のおはなし会をやりまして、２年ぐらい成瀬コミュニティセン

ターではお休みをしていたのですが、以前に来てくれていた子どもたちが本当

にみんな戻ってきてくれて、子どもたちはとても成長が早いので、本当に見違

えるほど大きくなっている子とか、大人びた口調で「おめでとうございます」

と入ってきてくれる子がいて、本当に驚きというか、うれしい限りです。 

 来てくれるかなととても心配していたのですけれども、常に子どもたちがい

るような状態で、また今日初めてですけれども、木曜日の午前中に小さい子ど

もとお母さんのためのおはなし会を、以前やっていたのですが、それを再開し

ました。４組の親子が来てくれまして、それからくりの家保育園の先生がゼロ

歳児の子どもを10人連れてきていただいて、童歌で遊んで、たまたまお散歩に

来たときに成瀬コミュニティセンターに寄ったらやっていたというので来てく

れたのです。この会でも、山口委員長もよくおっしゃっていますが、歩いてい

ける距離で散歩に行ったついでにある図書館とか、そういう本のある居場所と

いうのがすごく子どもたちには大切でというのが実感できて、とてもうれしい

です。 

 図書の受け渡し業務も始まって、大人はとても便利で、多分利用者も多いの

だと思うのですけれども、子どもたちは聞いてみると、ここに来て本を選んで

読んで、そのまま気に入った本を借りていくのがいいというふうに言ってくれ

て、それも本当にうれしかったのですね。だから、やめてしまおうかなという

ときがあったのですけれども、続けてきてよかったなとみんなで思っていま

す。 

 ただ、オープンしてみると、どうしてもいろいろ不便な点も出てくるのです
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ね。図書館でセルフ貸出をする場所だった空間がぽっかりあいてしまって、そ

こが何とも不思議なここは何だろうというような空間になってしまって、そこ

を何とかこれから活用できないかというふうに思っています。 

 もう１つ、かえで文庫のメンバーで希望しているのは、以前のように図書館

の団体貸出で本をお借りして、子どもたちにぜひ借りていってもらいたいなと

思うのですが、何しろオープンなスペースですので、図書館の本がもしなくな

ってしまったときに、どうするかというのがやはり今解決できないもので、そ

こをこれから何か知恵を出し合っていきたいと思っています。 

 こつこつ新しい本を買ったり、既存の図書などもあるのですが、新しい本が

やはり不足してしまうのですね。だから、そこをぜひ何かできないかなと思っ

ています。これからも活動していく中で不便なこととか、そういうことは今で

も図書館の方にも相談させていただいているのですね。改善していきたいと思

っていますが、とりあえず動き出しましたので、皆さんにもぜひ来ていただけ

ればと思います。 

○山口委員長 どうもありがとうございます。やはり町田市の読書活動という

のは地域文庫に支えられている。これは歴史的にも積み重ねがある。一番古い

のはたしか高ヶ坂団地で1960年代から始まっていますね。地域文庫という名称

自体が町田市から生まれたというのも意外と有名な話です。ですので、それは

地域で支えたというのも１つですけれども、もう１つは、やはり図書館が団体

貸出で支えていて、今、砂川委員が言われたように、新しい本を次々入れてい

かないと、なかなかこれがうまくいかなくて、その前にいろいろ起こった家庭

文庫はつぶれるのですね。 

 ですから、そういう意味で町田市はうまくいってきている訳で、ぜひこれは

続けていただければいいのかなと。本当はもっと歩いていける距離に図書館が

あることの方が大切なのですけれども、子どもにとってその場で選べるという

のが何よりも一番本との結びつきをつくる上で大切だろうと思いますので、そ

れについては協議会でも今後見守っていきたいと思いますし、ぜひ新しくなっ

たかえで文庫にもそのうちお邪魔してみたいと思います。 

 ○鈴木委員 本がオープンになっているのは、かえで文庫としてしたい訳で

はなくて、結局、そういうことになってしまって、そこに団体貸出をした場合



33 

 

に、本がなくなる可能性が普通の文庫よりも大きくなりますけれども、すごく

それを心配なさっている、それは図書館側としてはどうお考えになるかという

ところをちょっと。 

○中嶋副館長 一般論なのですけれども、かえで文庫さんには大変お世話にな

っていて、努力されてきたことは私どもは認識しておりますけれども、一般論

としては１冊１冊は公共のものですから、そこがなくなってしまうということ

自身は、どういうふうに使えたかということではなくて、基本的に財産ですの

で、それの不安みたいなものは考えなければいけないというのは一般的な認識

です。 

 例えば、こういう机だってそうですね。今回、かえで文庫さんが使っている

スペースにしても、市の公共的なものですので、ただ、今まで積み重ねてこら

れた地域文庫としての活動とのバランスというものを考えた上でというお話し

しかできないのですけれども、一般論としては、あくまでもそれぞれ本にして

も机にしても、お部屋にしても公共財産であるということは変わらない事実で

あるという認識です。 

○鈴木委員 なくなった場合は弁償するということですか。 

○中嶋副館長 はい、当然弁償の対象というのは本来的な考え方です。例えば

机が壊れてしまったとか、ガラスが割れてしまったというのと同じことです。 

○鈴木委員 今日、砂川委員はおっしゃらなかったのですけれども、そこに机

も何もないという状況、この間、すすめる会の方では別の方から報告があった

のですけれども、その辺はどうなのですか。 

○砂川委員 基本的に古いものは置いてはいけないというふうに言われていま

して、市の方から机と椅子を買っていただけるという予定になっていたので

す。それが予算の関係だと思うのですが、買ってもらえないことになったので

す。では、今まで使っていたものを使いたいというふうに言ったのですけれど

も、今まで使っていたのは木の机なのですけれども、それはもし子どもが転ん

でぶつけたら危ないという理由、あと古いものは新しい施設には合わないとい

うふうに言われて使えないということになりました。椅子だけは、スツールの

ような椅子を５つ買っていただきまして、昨日行きましたらそれが入っていま

した。 
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 机のことなのですけれども、私たちはどうしても机が欲しいのですね。子ど

もたちが地べたに座って本を下に置いて読んでいると、例えばですけれども、

その上を子どもがワーッと入ってきて本の上に上ってしまったりすることもあ

ったのですね。やはり座って机があって読んだら、そんなことはなくなる訳だ

し、何をするにもやはり机が要るのです。 

○鈴木委員 貸出で子どもがカードを書いたりとか作業するときに。 

○砂川委員 はい。本当に小さな机を１つだけ買っていただいたのですが、そ

れは私たちが貸出するためのカードに何か書いたりするだけしか使えないとい

う机なので、子どもたちは全然それは使えないのですね。本当にそれは困って

いたのですけれども、寄贈してくださる方があらわれて、それは多分まだ図書

館の方も市の方ももしかしたら知らないのかもしれないのですけれども、もう

今日入ってしまっているのですね。 

○鈴木委員 新しいから大丈夫な訳ですね。 

○砂川委員 新しいのです。そこは見ていただいた方がいいと思うのですけれ

ども、もしそれをそのまま置いていいのだとしたらとてもありがたいし、とて

もうれしいし、子どもたちもすごく活用できると思うので、ぜひ見ていただけ

ればと思います。 

○中嶋副館長 今聞いたお話をもう１回整理いたしますと、成瀬コミュニティ

センターは市民部が管轄している市の公共施設ということをまず最初の認識で

置いておいてください。 

 古いものはだめというのは私はまだ聞いていないので、言っていないと思う

のですけれども、別に予算がないから備品を買わなかった訳ではなくて、市民

部の予算ですけれども、さっき言った危険性の方で施設管理者側としてはお話

をしていると思います。机が置いてあることで、ふだんはフリースペースで、

その机を使って事故等があった場合は、当然施設管理者の責任ということには

なりますので、そこでかなり市民部としては、そういうものは基本的には置い

てはいけないよというお話を今までしてきたところかとは思っております。 

 ですから、備品のお値段とか寄贈云々ではない部分で問題にはなってくるの

で、それは市民部を通じてお話をしないといけないかと、今お話を伺ったので

話をさせていただきました。 
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 机がなくてご不便だというのは、私どももわかりますけれども、施設管理者

側は逆にフリースペースに、例えばこういうところに物が置いてあることとい

うのはやはり問題は問題なのです。そこでもし事故が起こった場合、その本を

読んでいるということでなくて、ぶつかってけがをしてしまったらどうなるの

と、お役所だと言われてしまうかもしれませんけれども、そういったことは確

かにありますので、市の公共施設ですので、そこら辺は調整しないといけない

部分かとは思います。 

○砂川委員 けがをしてからでは遅いということはあるかもしれないですけれ

ども、もしぶつかったとしてもけがをするようなものではありません。スツー

ルにしても、とてもやわらかいものですし、欲しいと言っている机にしても、

転んでぶつかってけがをするようなものではないと思いますので、見ていただ

ければ多分大丈夫だと思います。 

○山口委員長 では、今の件はいいでしょうか。現場の方でいろいろ調整をし

ていただくということにしたいと思います。また何かあればお願いいたしま

す。 

 あと、ホームページの件で鈴木委員から質問です。 

○鈴木委員 前にも何回か伺って、外部のホームページ作成をやるところは、

どういう間隔で更新されるのですか。文庫とか、いろいろなところのホームペ

ージとリンクをしてくださるというのは、昨年度の終わりごろに報告があった

のですが、いつごろにそういうことが行われるのでしょうか。次の業者さんに

よる更新というのはいつなのでしょうか。 

○中嶋副館長 更新は、基本的には月々でお願いをするのですけれども、問題

は外部のリンク先というのが許可されるものなのかどうかみたいな部分があり

ますので、例えばどことリンクするのかが決まっていれば、それでお金が折り

合うところでやろうとは思います。今までの説明がどうだったかあれなのです

が、リンクすべき相手が市の公共施設のホームページからリンクしていいのか

どうか、あと相手がリンクを受け入れてくれるかどうかという確認は当然しな

ければいけないということが１つ。 

○鈴木委員 もちろんそうですけれども。 

○中嶋副館長 あと、何回も申し上げているとおり、それができてもうちの場
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合、業者さんに頼んで１回やるごとに幾らとお金がかかってしまうので、一番

お金がかからないやり方でやりたいので、そこのタイミングがあるので、今い

つかお約束はできないのです。 

○鈴木委員 昨年度の協議会としての要望というか、提案のところの館長のお

答えとして、そういうことは積極的にやっていきたいというふうにお答えいた

だいたので、でき得るところで、無理ではないところで進めていただきたいと

思います。 

○中嶋副館長 もう１回確認させていただきます。 

○山口委員長 では、よろしいでしょうか。 

 もう１つ、先ほど学校図書館の話が出ていましたが、清水委員から学校図書

館のその後についての報告があるかと思います。 

○清水委員 前回のときも報告させていただいたのですけれども、その後、２

回研修会があって、指導員さんに対して指導課長が一生懸命説明してくださっ

ています。もう１回、８月１日に研修があって、そのときもまた説明されると

いうことなのですけれども、昨日の話で、また違う指導員さんが来て、そもそ

も話が遅かったとかというところから始まるのですけれども、予算は減ってい

たのですか、増えていたのですかという話になって、減っているのにふやす人

をつくったら、減らす人が出るのは当たり前ですよねという話まで突っ込まれ

ていました。 

 でも、これをもう１回もとに戻してくださいという話も出たのですけれど

も、それもできないということで、では、来年からはどうするつもりですかと

いうところで質問されていたのです。これから根本的に考えて、将来に向けて

学校司書をどのような形にしていくかを考えたいというような言い方で、それ

って何も決まっていないということですよねという感じで、ただ、指導員さん

とか現場の先生、校長先生たちからもお話を伺って、どういうふうな形に持っ

ていくのが一番いいのか。それから、何年後にはどういうふうにしたらいいの

かということを詰めていきたいと言っていたのです。 

 指導員の方からは、もう予算の請求が始まるときなので、どういうつもりな

のですかみたいなことは言われていましたけれども、来年についてどうするつ

もりかということ、もとに戻すとか、一律にするかとか、そういうことは一切
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お答えがありませんでした。今のところ、そんなところです。 

○山口委員長 まだ今後、議論は続くかと思いますけれども、継続して報告を

お願いしたいと思います。 

 あと、私の方で聞き及んでいる報告、提案等は以上ですが、ほかに何かこの

場でご発言、提案はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の定例会は以上ということにしたいと思います。これで散会

といたします。 

 

―了― 

 


